
令和 ６年 ３月２２日 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、若者世帯の本市郊外部への移住・定住を支援することにより、

人口が減少している本市郊外部の人口を増加させ、本市郊外部における地域力の維

持を図り、もって人口減少社会において本市の均衡ある発展に資することを目的と

する姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金（以下「補助金」という。）の交付に

関し、姫路市補助金等交付規則（昭和４３年姫路市規則第６０号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 移住 対象地域に転入（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条

第 1項に規定する転入をいう。）をすることをいう。ただし、労働者にあっては

、使用者から転勤を命じられたことを原因とするものを除く。 

⑵ 対象地域 令和２年国勢調査における小学校区別人口が平成２２年国勢調査に

おける小学校区別人口と比較して１０％以上減少し、かつ、令和２年国勢調査に

おける小学校区別人口に対する６５歳以上の人口の割合が３０％以上である小学

校又は義務教育学校の校区のうち、置塩、古知、前之庄、莇野、上菅、菅生、太

市、林田、伊勢、谷内、山田、峰相、安富南、安富北、妻鹿、家島、坊勢及び八

木小学校区並びに豊富小中学校区をいう。 

⑶ 播磨圏域連携中枢都市圏 連携中枢都市圏構想推進要綱（平成２６年８月２５

日総務省総行市第２００号自治行政局長通知）に基づき姫路市と連携協約を締結

し、播磨圏域連携中枢都市圏を形成している市町をいい、相生市、加古川市、赤

穂市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、

神河町、太子町、上郡町及び佐用町をいう。 

⑷ テレワーク 情報通信技術を活用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働

き方のことであり、労働者が所属する事業所へ恒常的に通勤せず、かつ、主に移



住先の住所地において所定労働時間の５割以上業務を行うもの及び請負契約等に

基づき、遠隔で個人事業者、小規模事業者等が主に移住先の住所地において業務

を行うものをいう。 

（補助対象） 

第３条 補助金の交付は、世帯を単位として行うものとする。 

２ 補助金の交付の対象となる世帯（以下「補助対象世帯」という。）は、次の各号

に掲げる要件のいずれにも該当する世帯とする。 

⑴ 同一の住所に移住をする者（以下「移住者」という。）が２人以上あり、次の

いずれかに該当すること。 

ア 移住をした日（移住者が複数回に分かれて移住をした場合にあっては、最も

早く移住をした日をいう。以下「移住日」という。）における年齢が３９歳以

下の者が２人以上いること。 

イ 移住日の属する年度の４月１日（以下「基準日」という。）における年齢が

１４歳以下の者又は基準日から第５条第１項の規定による申請をする日（以下

「申請日」という。）までの間に生まれた者（以下これらの者を「子育て支援

金対象者」という。）がいること。 

⑵ 移住者が移住日前１年間において、本市及び播磨圏域連携中枢都市圏に住所を

有しないこと。 

⑶ 移住日が令和６年４月１日以後（同日前に移住をした場合であって、現に居住

を開始した日が令和６年４月１日以後であることを証明することができる場合を

含む。）であること。 

⑷ 申請日から３年以上継続して移住先に居住する意思があること。 

⑸ 1人以上の者が就業していること。ただし、労働者にあっては、１週間の所定

労働時間が２０時間以上である期間の定めのない労働契約に基づき労働する者に

限る。 

⑹ 対象地域に存する自治会に加入していること。 

⑺ 姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号）第７条の暴力団及び

暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこ



と。 

⑻ 本市、国又は他の地方公共団体による移住に対する補助金その他金銭的給付を

受けていないこと。 

⑼ 過去にこの要綱又は姫路市若者世帯郊外移住促進補助金（令和５年６月１４日

制定）に基づく補助を受けたことがないこと。 

⑽ 姫路市税を滞納している者がいないこと。 

⑾ 空き家バンク登録物件取得助成金にあっては、移住支援金の交付の決定を受け

ていること。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の種類は、移住支援金、子育て支援金及び空き家バンク登録物件取得

助成金とする。 

２ 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

 ⑴ 移住支援金 次に掲げる場合の区分に応じ、補助対象世帯１世帯につき、それ

ぞれ次に定める額 

ア 補助対象世帯に属する全ての者が個人番号カードの交付を受けている場合 

５０万円 

  イ 補助対象世帯のうち１人以上の者がテレワークにより就労する場合 ５０万

円 

  ウ ア及びイに該当する場合 ５５万円 

  エ アからウまでのいずれにも該当しない場合 ４５万円 

 ⑵ 子育て支援金 子育て支援金対象者１人につき次の表の左欄に掲げる区分に応

じ同表の右欄に定める金額。ただし、補助対象世帯１世帯につき合計５００万円

を上限とする。 

基準日における年齢 金額 

１年目 ２年目 ３年目 合計 

０歳（基準日から申請日 ５０万円 ５０万円 ５０万円 １５０万円 



までの間に生まれた者を

含む。） 

１歳 ４６万円 ４６万円 ４８万円 １４０万円 

２歳 ４３万円 ４３万円 ４４万円 １３０万円 

３歳 ４０万円 ４０万円 ４０万円 １２０万円 

４歳 ３６万円 ３６万円 ３８万円 １１０万円 

５歳 ３３万円 ３３万円 ３４万円 １００万円 

６歳 ３０万円 ３０万円 ３０万円 ９０万円 

７歳 ２６万円 ２６万円 ２８万円 ８０万円 

８歳 ２３万円 ２３万円 ２４万円 ７０万円 

９歳 ２０万円 ２０万円 ２０万円 ６０万円 

１０歳 １６万円 １６万円 １８万円 ５０万円 

１１歳 １３万円 １３万円 １４万円 ４０万円 

１２歳 １０万円 １０万円 １０万円 ３０万円 

１３歳 ６万円 ６万円 ８万円 ２０万円 

１４歳 ３万円 ３万円 ４万円 １０万円 

 ⑶ 空き家バンク登録物件取得助成金 姫路市空き家バンク登録物件のうち、対象

地域にある物件（以下「物件」という。）の取得につき、当該物件の購入額（登

記に要する費用及び仲介手数料を含む。）に２分の１を乗じて得た額（１，００

０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）。ただし、１００万円

を上限とし、助成の対象となる物件は、次のいずれにも該当すること。 

  ア 補助対象世帯の居住用であること。 

イ 補助対象世帯の世帯員のいずれかが所有権を有すること。 

  ウ 所有者と前所有者との間に２親等以内の親族関係がないこと。 

（事前申出） 

第４条の２ 空き家バンク登録物件取得助成金の交付を受けようとする者は、物件を

取得するまでに空き家バンク登録物件取得助成金事前申出書（様式第１号）を市長



に提出しなければならない。 

（補助金の交付申請） 

第５条 移住支援金又は子育て支援金の交付を受けようとする者は、移住日から起算

して３月を経過する日から移住日から起算して１２月を経過する日までの間に姫路

市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付申請書（移住支援金・子育て支援金）（様

式第１号の２）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 労働者にあっては就業証明書（姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金の申請

用）（様式第２号）、その他の者にあっては就業の事実を確認することができる

書類 

⑵ 自治会加入証明書（姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金の申請用）（様式

第３号）又は自治会に加入したことを証する書類 

⑶ 姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金に係る誓約書（様式第４号） 

⑷ 補助対象世帯に属する全ての者が記載された移住後の住民票の写し 

⑸ 補助対象世帯に属する全ての者に係る移住前１年間の住所が分かる住民票の除

票又は戸籍の附票の写し 

⑹ 移住支援金等申請者の本人確認書類 

⑺ 前条第２項第１号括弧書の適用を受けようとする場合にあっては、補助対象世

帯に属する全ての者の個人番号カードの写し 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 空き家バンク登録物件取得助成金の交付を受けようとする者（この項において「

申請者」という。）は、移住日から起算して３月を経過する日から移住日から起算

して３６月を経過する日までの間に姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付申

請書（空き家バンク登録物件取得助成金）（様式第６号）に次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

⑴ 姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金に係る誓約書 

⑵ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

⑶ 物件の売買契約書の写し 

⑷ 当該物件の購入に係る領収書の写し 



⑸ 補助対象世帯に属する全ての者が記載された住民票の写し 

⑹ 移住支援金に係る姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付（不交付）決定

通知書（様式第５号）の写し 

３ 市長は、前２項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の

交付の可否を決定し、姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付（不交付）決定

通知書により申請者にその旨を通知するものとする。 

４ 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を

する場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。 

（申請内容の変更） 

第６条 交付決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）は、申請の内容に変更

が生じるときは、速やかに姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金変更交付申請書

（様式第７号）に、前条第１項各号又は第２項各号に掲げる書類のうち当該変更に

係る書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

るときは、姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金変更交付決定通知書（様式第８

号）により補助決定者にその旨を通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第７条 移住支援金又は空き家バンク登録物件取得助成金の補助決定者は、第５条第

３項又は前条第２項の規定による通知を受けたときは、速やかに姫路市若者世帯郊

外ＵＪＩターン補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出するものとする。 

２ 子育て支援金の補助決定者は、第５条第３項又は前条第２項の規定による通知を

受けた年度並びにその翌年度及び翌々年度の３月１日から３月３１日までの間に各

年度分の子育て支援金について、姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付請求

書を市長に提出するものとする。この場合において、補助決定者は、子育て支援金

対象者の住民票の写しを提出するものとする。 

３ 市長は、補助決定者から姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付請求書の提

出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 



第８条 市長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、姫

路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付取消通知書（様式第１０号）により通知

し、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 

⑵ 子育て支援金にあっては、子育て支援金対象者が申請日から３年を経過するま

でに対象地域の区域外に転居し、又は転出した場合 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に

違反し、又は市長の指示に従わなかった場合 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずること

ができる。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１４日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の第２条から第８条まで、様式第１号から様式第２号まで

及び様式第４号から様式第１０号までの規定は、この要綱の施行の日以後の申請に

係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例

による。 

 



 



様式第１号（第４条の２関係） 

 

空き家バンク登録物件取得助成金事前申出書 

 

年  月  日 

（宛先）姫路市長 

 

私は、姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金の対象地域内にある空き家バンク登録物件の取得

を検討しており、物件取得後は、空き家バンク登録物件取得助成金の交付を申請する予定であるた

め、下記のとおり申し出します。 

 

記 

 

１ 申出者欄 

氏 名  電話番号  

現住所 
〒 

 

E-Mail  

 

２ 内容 

取得予定の物件 
登録物件第   号 

所在地：姫路市 

物件が所在する校区  

取得予定時期      年     月 

取得予定者 

（いずれかの□にチェックを入れてください） 

□ 申請者と同一 

□ 申請者と異なる（氏名：             ） 

移住支援金の 

交付決定日 

（いずれかの□にチェックを入れてください） 

□      年   月   日交付決定 

□ 移住支援金の交付を受けていないが、今後申請予定 

   

※この事前申出書の提出により助成金の交付を確約するものではありません。 

※空き家バンク登録物件取得助成金の交付を受けようとする場合は、物件取得後に姫路市若者

世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付要綱第５条第２項に定める申請を行ってください。 



様式第１号の２（第５条関係） 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付申請書（移住支援金・子育て支援金） 

年  月  日 

（宛先）姫路市長 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金（□移住支援金・□子育て支援金）（※１）の交付を受

けたいので、姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付要綱第５条第１項の規定により、下記の

とおり申請します。（※１申請する支援金にチェックしてください。） 

 

記 

１ 申請者欄 

氏 名  電話番号  

住 所 
〒 

 

E-Mail  

 

２ 世帯員 

 氏 名 生 年 月 日 移 住 日 前 住 所 

フリガナ 

 年 月 日( 歳) 年 月 日 
 

 

フリガナ 

 年 月 日( 歳) 年 月 日 
 

 

フリガナ 

 年 月 日( 歳) 年 月 日  

フリガナ 

 年 月 日( 歳) 年 月 日 
 

 

フリガナ 

 年 月 日( 歳) 年 月 日 
 

 

※世帯員全員について記入してください。 

※年齢は移住した年度の４月１日時点での年齢とし、移住後に出生した世帯員は０歳と記入してください。 

※記入欄が不足する場合は、別紙で提出してください。 

 

３ 申請額 

移住支援金 円 

※金額は４５万円。ただし、➀世帯員全員がマイナンバーカードを所有②世帯員のいずれかがテレワークをしている

場合は、それぞれ５万円を加算してください（➀か②のいずれかに該当：５０万円、いずれにも該当：５５万円） 

 

子育て支援金（合計額） 円 

内訳 

（対象者） 

氏名           （  歳） 円 

氏名           （  歳） 円 

氏名           （  歳） 円 

氏名           （  歳） 円 

※０歳を１５０万円とし、１歳ごとに１０万円減額して記入してください。 



様式第２号（第５条関係） 

 

就業証明書（姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金の申請用） 

 

年  月  日 

（宛先）姫路市長 

所在地 

事業者名 

代表者名 

電話番号 

担当者 

 

下記のとおり相違ないことを証明します。姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付要綱に関

する事務のため、勤務者の勤務状況などの情報を、姫路市の求めに応じて、姫路市に提供すること

について、勤務者の同意を得ています。 

 

記 

 

勤務者名  

勤務者住所  

勤務先所在地  

勤務先電話番号  

就業年月日  

雇用形態 週２０時間以上の無期雇用 

移住前からの企業等

で従事している場合

のみチェックしてく

ださい 

□ 所属先企業等からの命令（転勤、出向、出張、研修等を

含む。）ではない。 

勤務者がテレワーク

の場合のみチェック

してください。 

□ 所属する事業所へ恒常的に通勤せず、情報通信技術を活

用し、所定労働時間の５割以上、主に勤務者の住所地で

業務を行っている。 

 

※この証明書は、姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付事務のために使用します。 

※この証明書の内容について、確認等のため連絡をさせていただくことがありますのでご了承ください。 



様式第３号（第５条関係） 

 

自治会加入証明書（姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金の申請用） 

 

年  月  日 

（宛先）姫路市長 

（自治会） 

自治会名 

 

自治会長氏名 

 

電話番号 

 

下記の補助金申請者を含む世帯が、本自治会に加入していることを証明します。姫路市若者世帯

郊外ＵＪＩターン補助金交付要綱に関する事務のため、本自治会への加入状況を、姫路市の求めに

応じて、姫路市に提供することについて、下記の者の同意を得ています。 

 

記 

 

１ 補助金申請者 

住 所  

氏 名  

 

 

２ 自治会加入代表者（申請者と異なる場合のみ記載すること(※)。） 

住 所  

氏 名  

(※)自治会加入代表者が申請者と異なる場合の例 

・夫が世帯主、妻が申請者の場合 

・親の名義で自治会に加入している場合 等 

 

 

 

 

 

※この証明書は、姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付事務のために使用します。 

※この証明書の内容について、確認等のため連絡をさせていただくことがありますのでご了承ください。 



様式第４号（第５条関係） 

 

誓  約  書 

（宛先）姫路市長 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金の交付を受けるに当たり、姫路市若者世帯郊外ＵＪＩタ

ーン補助金交付要綱第５条第１項又は第２項の規定により、下記のとおり誓約します。 

 

記 

 

１ 私と世帯員は、本市又は播磨圏域連携中枢都市圏以外の区域に１年以上居住しており、３年以

上継続して移住先に居住する意思があります。 

２ 私と世帯員は、本市、国又は他の地方公共団体による移住に対する補助金その他の金銭的給付

を受けていません。 

３ 私と世帯員は、姫路市税の滞納はありません。 

４ 私と世帯員は、過去の移住において、姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金及び姫路市若者

世帯郊外移住促進補助金（令和５年６月１４日制定）の交付を受けていません。 

５ 私と世帯員は、住民登録状況、納税状況、就業状況、その他の交付要件に関する事項につい

て、市長が調査することに同意します。 

６ 私と世帯員は、姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号）第７条の暴力団及び

暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有しません。 

７ 私と世帯員は、申請内容に虚偽があった場合には補助金を全額返還します。 

 

 

年  月  日 

         

（申 請 者）住所               氏名            

 

（補助対象世帯員）住所               氏名            

 

         住所               氏名            

 

         住所               氏名            

  

         住所               氏名            

 

 

※「申請者」「補助対象世帯員」欄は、自署又は記名押印 

 

 

 



様式第５号（第５条関係） 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付（不交付）決定通知書 

年  月  日 

          様 

 

姫路市長 

 

年  月  日付けで申請のありました姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助

金につきまして姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付要綱第５条第３項の規定によ

り、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

□ 姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金を交付することを決定します。 

 

□ 移住支援金      交付決定額           円 

 

□ 子育て支援金     交付決定額           円 

（     年度交付額         円） 

（     年度交付額         円） 

（     年度交付額         円） 

 

□ 空き家バンク登録物件取得助成金  交付決定額           円 

 

□ 姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金を交付しないことを決定します。 

 

□ 移住支援金 

交付しない理由 

      

□ 子育て支援金 

交付しない理由 

      

□ 空き家バンク登録物件取得助成金 

交付しない理由 

 



様式第６号（第５条関係） 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付申請書（空き家バンク登録物件取得助成金） 

 

年  月  日 

（宛先）姫路市長 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金（空き家バンク登録物件取得助成金）の交付を受けたい

ので、姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付要綱第５条第２項の規定により、下記のとおり

申請します。 

 

記 

 

１ 申請者欄 

氏 名  電話番号  

住 所 
〒 

 

E-Mail  

 

２ 申請内容 

取得した物件 

登録物件第   号 

所在地：姫路市 

取得した物件は、下記のいずれにも該当します（□にチェック

を入れてください） 

□ 補助対象世帯の居住用である 

□ 前所有者との間に２親等以内の親族関係がない             

物件が所在する校区  

取得年月日     年     月     日 

所有者 

（いずれかの□にチェックを入れてください） 

□ 申請者と同一 

□ 申請者と異なる（氏名：             ） 

移住支援金の 

交付決定日 
     年     月     日 

 



様式第７号（第６条関係） 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金変更交付申請書 

 

年  月  日 

（宛先）姫路市長 

〒  － 

（申請者）住  所 

氏  名 

電話番号 

E-Mail      ＠ 

 

年  月  日付けで交付決定を受けた標記補助金（□移住支援金 □子育て支援金 □ 

空き家バンク登録物件取得助成金）（※）について申請事項を変更したいので、姫路市若者世帯郊

外ＵＪＩターン補助金交付要綱第６条第１項の規定により、下記のとおり申請します。（※該当す

る支援金にチェックしてください。） 

 

記 

 

 



様式第８号（第６条関係） 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金変更交付決定通知書 

 

年  月  日 

          様 

 

姫路市長 

 

年  月  日付けで申請のありました姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助

金につきまして姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付要綱第６条第２項の規定によ

り、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

□ 移住支援金 

変更前交付決定額           円 

 

変更後交付決定額           円 

 

 

  □ 子育て支援金 

変更前交付決定額           円 

   （     年度交付額         円） 

   （     年度交付額         円） 

   （     年度交付額         円） 

 

変更後交付決定額           円 

（     年度交付額         円） 

（     年度交付額         円） 

（     年度交付額         円） 

 

   

□ 空き家バンク登録物件取得助成金 

変更前交付決定額           円 

 

変更後交付決定額           円 



様式第９号（第７条関係） 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付請求書 

 

年  月  日 

（宛先）姫路市長 

 

年  月  日付けで交付決定のあった姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金

（□移住支援金 □子育て支援金 □空き家バンク登録物件取得助成金）（※）につきま

して姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記の

とおり請求します。（※該当する支援金にチェックしてください。） 

 

記 

１ 請求者欄 

氏 名  電話番号  

住 所 
〒 

 

E-Mail  

 

２ 請求金額 

移住支援金          円 

子育て支援金          円（     年度交付分） 

空き家バンク 

登録物件取得助成金 
         円 

 

３ 振込先 

振込先金融機関名 銀行（金庫） 支店 

金融機関・支店番号  口座番号  

口座名義人 
（フリガナ） 

 

※口座名義については、必ず請求者氏名と一致させてください。 

※金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人（カナ）が確認できる写しを添付してください。 



様式第10号（第８条関係） 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付取消通知書 

 

年  月  日 

 

          様 

 

姫路市長 

 

姫路市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下記のとおり姫路

市若者世帯郊外ＵＪＩターン補助金交付決定を取り消しましたので通知します。 

 

記 

 

□ 移住支援金 

取消理由 

      

      

 

 

 

 

  □ 子育て支援金 

   取消理由 

      

 

 

      

   

 

□ 空き家バンク登録物件取得助成金 

   取消理由 

 

 

 


